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加算に係る掲示 

当院は外来診療に係る下記加算の施設基準を満たす医療機関です。 

 

電子的診療情報連携体制整備加算3 

質の高い診療を実施するため、以下の体制を整備しています。 

① オンライン請求を行っています。 

② 診療報酬明細書を無償で交付しています。 

③ オンライン資格確認を行う体制を有しています。 

④ 受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得し、閲覧

または活用できる体制を有しています。 

⑤ マイナ保険証の利用を促進し、必要な利用率を満たしています。 

⑥ マイナポータルの医療情報等に基づく健康管理に関する相談に対応して

います。 

⑦ 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等につい

て、院内と当院ホームページに掲載しています。 

 

一般名処方加算 

当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進および医薬品の安定

供給に向けた取組みを行っております。 

この取組みに伴い、後発医薬品のある医薬品については商品名ではなく、有

効成分名で処方する場合があります。 


